
 

3.5 2050 年に向けた建築分野における温室効果ガス排出低減の鍵 

（住宅研究部長 澤地 孝男） 

 

皆さん、こんにちは。澤地と申します。 

 きょうはこういうタイトルで、ちょっと長期

的な面も含むのですけれども、あと 36 年後で

すけれども、2050 年に向けた温室効果ガス、建

築分野における低減をどうしたらいいかとい

うことについて、国総研の住宅研究部として１

つ提案というか、考えているところがございま

して、そういうお話をしたいと思っておりま

す。 

 

―スライド（１．現状）― 

 まず現状なのですけれども、左側が日本全体

の主たる部門、産業部門（工場等）とか、運輸

部門、主として自動車、それから下に２本あり

ますけれども、このうち太いほうが業務部門と

言いましてオフィスビルであるとか、デパート

であるとか、病院であるとか、学校であると

か、そういう種類の建物で、非住宅、住宅以外

という呼び方もありますけれども、こういう建

物で使われているエネルギーです。それからい

ちばん下が４つの部門を比べるといちばんエネ

ルギー消費量が少ないのですが、家庭部門とい

う、住宅におけるエネルギー消費量ということ

になっております。                        

この４本を見ますと、産業部門というのは、

軸の数字がお読みいただけるか分かりませんけ

れども、1973 年ぐらい、ちょうど 73 年という

と第一次石油ショックが起こった年ですけれど

も、その頃から増えたり減ったりしていますけ

れどもほぼ横ばいでございます。 

 それから運輸部門はずっと伸長してきまして、1995 年ぐらいまで単調増加だったのですけれど

も、2000 年辺りから減り始めているという傾向があります。 

 一方、われわれが関係している建築の中におけるエネルギー消費量というのは大きく見ると増加
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傾向にある。少し頭打ちになってきているとこ

ろが見て取れますけれども、増加傾向にある

と。これの今後の話をさせていただくわけなの

ですけれども、実は 2050 年にはちょうどこの

グラフの右端の状態から、二酸化炭素排出量で

８割減らさないといけないという、こういう状

況にございます。 

 右側の二酸化炭素排出量の現在の構成比と

いうことで、赤が住宅で、黄色い部分が業務ビ

ルということですけれども、合わせて日本全体

の 37％を現状で占めております。 

 

―スライド（２．直近の動向・対応）― 

 直近の動きなのですけれども、日本再興戦略

というものが 2013 年６月に立てられました。下

のほうから見ていただきたいのですけれども、

ここでは一部分抜粋しましたけれども、「2020

年までに新築の建物について段階的に省エネル

ギー基準への適合を義務化する」と。今までは、

現状でも、義務ではないのです。届け出が義務

であるとか、あるいは基準をクリアしていない

著しく乖離している場合には、いろいろな対応

がなされておりますけれども、基準適合はまだ

義務ではないのです。2020 年までにはすべての

新築建物で義務化をしましょうということが書

かれております。 

上のほうを見ていただきますと、今年の６月

ですけれども、その後の進捗状況について書か

れている文章というように思われますけれど

も、そういう省エネ基準の義務化に向けた改正、

それから普及促進などへの環境整備を進めている

状況であるという、こういう国としても建築部門の省エネルギー対策について取り上げ、位置づけているという

ことでございます。 

 

―スライド（エネルギー基本計画）― 

 またエネルギー基本計画というものがございまして、これも今年の４月に改訂をされましたけれども、類似の
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ことが書かれております。 

 下のほうを見ていただきますと、ちょっと長いので

かいつまみますが、アルファベットでＺＥＢとか、ＺＥ

Ｈという言葉が入っていますけれども、これはゼロ・

エネルギー・ビル（ＺＥＢ）、ゼロ・エネルギー

ハウス（ＺＥＨ）の略ですけれども、こういっ

たものに新築建物は 2020 年とか、2030 年の段

階でするのだという。今ではまだとても想像で

きない目標が掲げられているのですけれども、

何となくピンとは来ませんけれども、これはか

なり差し迫ったことでありまして、また技術者として、あるは産業界として実現をしないといけな

いというような状況にあります。 

 

―スライド（国総研におけるこれまでの研究開

発の取り組み）― 

 これは簡単に説明しますけれども、国総研は

平成 13 年にできまして、それ以後国総研で関連

する研究・プロジェクトとして、どのようなも

のをやってきたかという代表的なものを書かせ

ていただきました。 

 特にいちばん最初の総プロ「エネルギー自立

循環型建築・都市システム技術の開発」をつう

じてわれわれ１つのことに気が付いたわけで

す。ある点に留意をしないと、実際に実効性のある省エネ建築技術の開発ができないということに

気が付きまして、それをきょうかいつまんでお話をさせていただきたいと思っているわけです。 

 

―スライド（建築物の省エネルギー基準等の整

備の経緯）― 

 このスライドは建築物の省エネルギー基準等

の整備の経緯ということで、やや込み入ったス

ライドなので簡単に説明をしたいと思うのです

けれども、平成 11 年（1999 年）、今から 15 年

前に住宅については次世代省エネルギー基準と

いう、これはいまでもあるいは当面今後も使う

ことのできる、依拠しなければいけない住宅の

断熱基準ができました。それからビルのほうは
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どうなっていたかといいますと、この平成 11 年の時点でいくつかの指標について強化がなされま

した。 

 国総研ができたのが平成 13 年ですから、その２年前にできているのですけれども、国総研が平成

13 年以降、いろいろな方々と協力をさせていただいて、産業界、学界、それから独法関係と協力を

させていただいて、いろいろと研究をいたしまして、これはかなり専門的な方でないとご存じない

かもしれませんけれども、平成 21 年に新しい告示ができたのです。住宅事業建築主の判断の基準と

いうものなのですけれども、ここに平成 13 年以降の研究開発成果が反映されました。 

 現在もこの告示は運用中でございますけれども、これの特徴は冒頭藤田研究総務官からもご紹介

いただいたのですけれども、エネルギー消費量そのもので建物の省エネルギー性能を評価する、こ

れは当たり前のようなのですけれどもこれがなかなかできなかったのです。これが国の基準に初め

てなったのが平成 21 年。 

 ただし、これはある一定規模以上の戸建ての建売事業者のみに限定した基準だったのですけれど

も、これが下から２つ目の黒丸で平成 25 年、これも冒頭でご紹介いただいたのですけれども、省エ

ネルギー基準ということで全面的に一次エネルギー消費量、それからもちろん外皮性能に関する評

価というもの、特にこの一次エネルギー消費量による建築物のエネルギー性能の評価というものが、

実際国の基準になったというのが重要でございます。 

 

―スライド（住宅・建築物の省エネルギー基準

及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情

報）― 

 プログラムなのですけれども、建築研究所の

ホームページから入っていただいて使うことが

できます。国総研も協力をさせていただいてお

ります。 

 これは入っていただいたところの画面になり

ますけれども、例えば住宅のエネルギー消費量

の計算であればこういう画面に行きまして、暖

冷房エネルギー消費量であるとか、換気のエネ

ルギー消費量であるとか、照明であるとか、給

湯であるとか、あるいは太陽光発電、あるいは

コージェネレーションによる発電量の評価も可

能ですし、ちょっと隠れていますけれども、家

電によるエネルギー消費量も研究成果が反映さ

れております。左下は外皮性能ですね。右側は

建築物ですけれども、用途別にエネルギー消費

量の計算をすることができますし、右下の画面
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で外皮性能の計算もすることができます。 

 

―スライド（建築物の省エネルギー基準に準拠

した評価方法：（計算プログラム解説書…））

― 

 このプログラムのマニュアルに関しまして

は、国総研資料として公表されておりまして、

ここに羅列をさせていただきましたけれども、

国総研のホームページからダウンロードをして

いただいて、プログラムを使っていただくこと

ができるようになっております。 

 

―スライド（建築物の省エネルギー基準に準拠

した評価方法：（評価ロジックの公表））― 

 それから、今回の１つの大きな特徴は、評価

ロジックを全部公表しているということです。

評価ロジックを書けないようなブラックボック

スは残さないというのが徹底した考え方でござ

いまして、その評価ロジックをホームページに

もう相当部分載っておりますけれども、便利を

考えまして国総研・建研の監修でこういう２つ

の冊子が出版されています。 

 左側が業務ビル、右側が住宅です。600 ページと 1,000 ページというかなり大部のものでござい

ますけれども、数式が主になってしまっておりまして専門家以外は見ていただく必要はむしろあま

りないのですけれども、申し上げたいことはどう評価するかということはきちんと透明化を図るべ

きということで、私の発表のタイトルに最後に「鍵」と入っておりますけれども、鍵の１つ重要な

ポイトンは評価を透明化するということでござ

います。 

 

―スライド（実務者のための任意の設計ガイド

ライン）― 

 いまの話は基準の側の、評価をする側の、あ

るいはその行く先々の義務化の評価ツールとい

うようなお話をしましたけれども、そういう非

常にかっちりとしたというか、隙のないもの、

それから評価の手間などを考えますと余計なこ
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とは入れられませんので、そういうところではどうしても捨象されてしまうノウハウというものを

もうちょっと自由な形で分かりやすく建築の実務者に伝えたいということで、ガイドラインという

ものを作っております。 

 いままで主として戸建て住宅について３冊作っておりまして、左側が日本において人口が最も多

い関東から九州の上半分までの温暖地域についてのものでございます。 

 真ん中が九州の南、四国の南、それから沖縄を対象にしました蒸暑地版でございます。これは人

口はそんなに多くないのですけれども、われわれちょっと野望がございまして、その先には東南ア

ジアという非常に広大なもの凄い人口を有していて、しかもこれから人口が増えていく地域があり

まして、幸いなことに日本にはそういう地域の気候と似た地域があるので、そういう地域のために

もやはりこういう実務者向けのガイドラインは作っておこうと。これは実は全部英訳をされており

ます。そういったものを作りました。 

 それから最後に右側にありますけれども、寒冷地版のガイドランイを作りました。これはいちば

ん最後にしましたのは、もともと日本の住宅の省エネルギー率は寒冷地に発しておりまして、寒冷

地の実務者の方々へのヘルプというのはどちらかと言うと相対的に必要性がない……、ないという

ことはないのですけれども、低いと考えたためです。 

 そういうことで温暖地、蒸暑地、準寒冷地という順番で作らせていただきました。 

 あと５分ぐらいで終えたいと思いますので、もう少し我慢をしていただきたいと思います。 

 

―スライド（省エネ性能に係る評価及び設計の

最重要点）― 

 省エネ性能に係る評価・設計の重要点という

ことで、これは「鍵」にちょっと関係すること

なのですけれども、５点ほどにまとめました。 

 かいつまんでお話しますと、まず何よりも大

事なのは、例えば民間の技術者が省エネ技術を

開発したといったときに、意外とその技術がき

ちんと定義されていないことが多いのです。例

えば断熱技術というと分かりやすいのですけれ

ども、もっと複雑な省エネルギー技術が世の中にはたくさんあります。そういったものが定義が明

確になっていないと、臨機応変に使うこともできないし、基準で評価することさえできないのです。 

 ということで、まず第一にこれはどちらかというと省エネ技術を開発される民間の技術者に向け

て申し上げたいのですけれども、定義を明確にするということです。明確にしていきますと何に行

き着くかと言うと、１例を挙げると JIS 規格に行き着きます。逆に言いますと、規格のようなもの

がまだない技術というのはまだ中間点にいるといっても過言ではないわけでございます。 

 ２番目はちょっと省略をいたします。 

 ３番目ですけれども、この一次エネルギーであるとか、ＣＯ2 排出量の算定ロジック、これの技
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術を開発するとともに明確にしておかないといけない。明確にするということはどういうことかと

いうと、その技術によってなぜエネルギーが減るのかというそのロジックですね、その説明をきち

んとしなければいけない。これはごく当たり前のようなことですけれども、意外となされていない

のです。ある１例のケーススタディの実験で、従来のものとこの技術を適用したものとでこれだけ

減ったというような、そういう証左をお持ちの方はたくさんいるのですけれども、この汎用性のあ

るロジックというものを用意をいただくということがなかなか簡単なことではございません。 

 それから４番目に、その評価ロジック、評価方法が実際と一致していないといけない。実際に人

が住んで使われたときの建物のエネルギー消費量と、一致度が満足できるものでないといけないと

いうそういうことです。言葉を変えると、その技術の実効性があるということを裏付けておかない

といけないということです。 

 ５番目に基準と規格。基準というのはいまま

でどちらかというと公的機関、国の側が作るも

のであって、規格と言うのは産業界、民間が作

るものなのですけれども、でも不思議なことに

どちらも英訳すると standard なのです。よく

よくいろいろ突き詰めますと、これらは基本的

に本質的な違いはないのではないかというよう

に思われます。これなくしては、技術の普及は

困難であると言っても過言ではないというよう

に思います。 

 

―スライド（３．中長期的対応の展望）― 

 さて、あと２分ぐらいになってしまいました

けれども、最後に中長期的な対応の展望という

ことで、国内外の状況について説明をいたしま

す。 

 

―スライド（わが国の温暖化対策の中長期的展

望）（温室効果ガスを 2050 年までに世界全体で

半減、先進国全体で 80%削減）― 

 これはわが国の温暖化対策の中長期的展望と

いうことでございます。一番上の赤い字で書き

ましたけれども、昨年の 11 月に安倍総理は改め

て 2050 年までに世界全体で半減、先進国、日本

もそうですけれども 80％削減を目指すという、

原子力発電所の事故、原発の停止、こういう逆
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境の中においても長期的には 80％削減ということを改めて明言をされております。 

 

―スライド（IEA は 2050 年までの昇温を 2℃に

押さえるため…）― 

 これは環境エネルギー技術革新計画、平成 25

年９月に出されたものでございますけれども、

そこにあった図を簡略化いたしました。冒頭に

お見せしたＣＯ2 排出量あるいは一次エネルギ

ー消費量の時系列データは 2050 年にわたって、

こういうようにならないといけないという状況

にあるわけです。これは世界全体で 50％削減さ

せるということです。先進国はこういう状態で

ございまして、これは建築部門だけについてＩ

ＥＡが取りまとめている展望ですけれども、い

ちばん左端が 2009 年、現時点だと思っていただ

いて、左から２番目が 2050 年。普通の状態でい

くとこうなりますよと。約４割増えます。これ

は発展途上国を含めての図です。人口が増えて

経済成長をしますのでこうなります。これをい

ちばん右端の 2.93 という数字が書かれていま

すけど、ここに全世界でもって行こうと考えて

いるのです。これは building sector という建築

部門だけです。こういうことを考えますと、細

かく説明している時間はありませんけれども、

建築部門でも 77％、約８割ＣＯ2 排出量を先進

国では減らさないといけないという状況にあり

ます。 

 

―スライド（４．結語）―                 

これは最後のスライドでございますけれど

も、鍵としましてはもうすでにいろいろと申し

上げましたけれども、既存技術の向上と普及と

いうのは非常に大事です。そして革新的技術も

さらに開発しなければいけません、そのために

は基準と規格の整備が必要です。そして最後に

実性能を捉えた基準・規格を用いた政策の展開
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が非常に重要であるということが 2050 年に向けた鍵であるというように言えるのではないかと思

っております。 

 どうもご清聴ありがとうございました。 
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